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法人会スケジュール
18 日（火）14:00 ～ 16:30 初級簿記講座開講 豊島法人会館

24 日（月）13:30 ～ 16:15 決算法人説明会 豊島法人会館

10 日（木）～ 12 日（土） 第 14 回としま MONO づくりメッセ サンシャインシティ文化会館

16 日（水）16:00 ～ 17:30 第 10 回通常総会 ホテルメトロポリタン

21 日（月）13:30 ～ 16:15 決算法人説明会 豊島法人会館

24 日（木）14:00 ～ 17:00 源泉所得税基礎講座 豊島法人会館

8 日（木）13:30 ～ 16:15 決算法人説明会 豊島法人会館

5
月

6
月

7
月

COVER PHOTO
豊島区立トキワ荘マンガミュージーアム

※ 日程・内容については変更となる場合があります。最新情報は豊島法人会 WEB サイトでご確認ください。
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書道教室　書初め展示会
事業委員会

いつも多大なるご尽力を賜り、誠にありがとうございます。

書道教室ではみなさん楽しみつつ、大切に感じているお言葉を、真剣にお書きに

なられています。

不安定な世の中だからこそ 「心を落ち着かせ自分と向き合う時間」 が大切です。

字が上手になることはもちろん、心が豊かになることを目指して指導させて頂き

ます。生徒さんの渾身の作品、どうぞご覧下さいますようお願い致します。

これからも温かく見守って頂ければ幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

1月に行われた書き初め展の各賞は以下のとおりです。

講師 書道家 書き心 春流・破留 白鳥正人

大西 由美 様

紙
の
た
か
む
ら
賞

遠
藤
製
餡
賞

事
業
委
員
長
賞

清水 茜 様

遠
藤
製
餡
賞

大
石
商
店
賞

鈴木 義人 様

遠
藤
製
餡
賞

髙村 光朗 様

遠
藤
製
餡
賞

亀谷 悦代 様

遠
藤
製
餡
賞

紙
の
た
か
む
ら
賞

水足 仁星 君

遠
藤
製
餡
賞

紙
の
た
か
む
ら
賞

石井 富代 様

遠
藤
製
餡
賞

自
己
Ｐ
Ｒ
賞

間中 環 様

遠
藤
製
餡
賞

繊
細
で
賞

吉田 利子 様

遠
藤
製
餡
賞

紙
の
た
か
む
ら
賞



5 

第 10回通常総会
第1号議案 令和２年度決算報告承認の件

第２号議案 役員改選の件

報告事項

　（1）令和２年度事業報告

　（2）令和３年度事業計画

　（3）令和３年度収支予算

会員の皆様へ

公益社団法人豊島法人会
第 10回通常総会のご案内

2021年 6月 16日（水）16:00〜17:30
ホテルメトロポリタン
豊島区西池袋 1-6-1（TEL 03-3980-1111）

※時間・内容等変更となる場合がございます。
　詳しくは豊島法人会WEBサイトをご覧ください。

別途、会員の皆様へは、5月下旬ごろにご案内を送らせていただきます。
欠席される正会員の方は、返信用ハガキにて委任状のご提出をお願い申し上げます。

令和 2年 12月 5日（土）池袋防災館で、東池袋上池袋支部主

催の防災体験ツアーが開催されました。コロナ禍にもかかわら

ず 25名の参加で、A・B・Cの 3グループに分かれ、東日本大

震災相当の揺れ・煙の中での避難・模擬消火放水など大変役に

立つ体験ができ、参加した皆様から良い経験ができたとの嬉し

い感想がありました。最後に「防災訓練は、繰り返し体験する

ことが大切なので、近隣で行われる訓練には必ず参加しましょ

う」との挨拶があり、防災グッズをおみやげにいただき、閉会

しました。 記：東池袋上池袋支部　地区長　野本 芳子

 写真：　〃　副支部長　岩田　勉

当初 3月 19日（金）の予定であった支部会・交流会が、緊急

事態宣言が解除された 3月 26日（金）に古稀殿で開催されまし

た。定刻通り遠藤副会長、小嶋支部長の挨拶があり、議題の本

年度の事業（献血活動や防災体験ツアーなど）と次年度の事業に

ついて小嶋支部長から説明があり、各委員会からの報告が行わ

れた後に交流会が始まりました。司会は岩田副支部長。軽妙な

トークに皆さん頬が緩みます。料理は言わずと知れた中華名店

の味。乾杯のあとは紹興酒。温める派とロック派とに分かれま

したが、差しつ差されつするうちに一つの派になり、さすが東

池袋上池袋支部は仲が良いということでお開きになりました。

 記：東池袋上池袋支部 副地区長　髙山 信彦

 写真：　〃　副支部長　岩田　勉

5土

12
December 

26金

3
March

東日本大震災相当の揺れを体験

親交を深め
支部がひとつに

（撮影のためマスクを外し
ております）

防災体験ツアー

東池袋上池袋支部

支部交流会

東池袋上池袋支部

会場：池袋防災館 会場：サンシャインシティプリンスホテル古稀殿
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不動産売買

実績と信頼

消費税申告書作成講座

法人税申告書作成講座

印紙税講座

研修税務委員会

研修税務委員会

研修税務委員会

会場：豊島法人会館

会場：豊島法人会館

会場：豊島法人会館

消費税申告書作成の中の、特に「原則課税について」を中心に豊島税務署法人課税

第 2部門 伊藤瑞穂統括国税調査官を講師に迎え、講義をしていただきました。

また、令和 5年 10月よりインボイス制度が導入されることもあり、受講者の皆さん

は真剣に講師の方の話に耳を傾けていました。

毎年、10月と 2月の 2回実施しておりました法人税申告書作成講座ですが、今年度

は、新型コロナウイルス感染症拡大により、10月の開催が中止となり、2月の開催の

みとなりました。豊島税務署法人課税第 1部門 中嶋美和子上席国税調査官を講師に迎

え、毎年パワーポイントを使いながら説明をしていただき、とてもわかりやすかった

と多くの感想が寄せられました。

今年度も豊島間税会との共催で印紙税講座が開催されました。豊島税務署法人課税

第 2部門 伊藤瑞穂統括国税調査官を講師に迎え、印紙税の取引が複雑化していく昨今、

判断がとても難しくなってきています。そのため印紙税の基礎の中から、特に実務で

必要とされる具体例などを中心にわかりやすく説明いただきました。

3水

2
February

10水

2
February

17水

2
February

複雑化している印紙税について説明

原則課税を中心に講義

パワーポイントを使いながらわかりやすく説明
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標記の件について、会員企業を対象に募集いたします。
1. 条件・委託業務内容
【１】条 件
（1） 豊島法人会員であり、法人会費を納入していること。
（2） 受託業者は担当者を配置し、当会担当者との連絡調整等を適切に行いつつ、責任を持って業務を遂行できる体制を整えること。
（3） 各号の全ページについて、デザイン、レイアウトの制作、校正を行う。
（4）  当会広報委員会（1号につき原則3回開催17:00～ 19:00の 1時間又は1時間半）に連絡担当者及びデザイン担当者が出席し、

広報誌編集に対し専門的なアドバイスを行う。
（5） 原稿の入稿に関しては、テキストデータ、手書き原稿の混在があり、受託者において作成、加工すること。
　 原稿の受け渡しについては、当会事務局へ直接受け渡すまたは電子メールを利用する。
【２】 仕 様
（1）仕　　様　Ａ4判24ページ4色印刷、中綴じ製本、コート紙四六判110kgベース

ただし事業等の都合によりページ数を変更する場合がある。
本誌の色校正（簡易校正）の確認を行う。校了後、全ページのPDFデータ並びに表紙の jpegデータを当会事務局に
渡す。毎号発行の１カ月前に見積書を当会事務局に提出する。

（2）発 行 日　7月10日、10月10日、1月10日、4月10日の年4回。ただし事業等の都合により発行日を変更する場合がある。
（3）発行部数　4,000部
（4）納品は当会事務局及び当会指定場所の合計3箇所。（豊島区内2箇所・埼玉県新座市1箇所）
（5）契約期間 　第 258号（2021年 7月20日発行）～第265号（2023年 4月20日発行）
（6）支払いについては、月末締切、翌月20日に指定口座へ振込とする。
2. 提出資料及び期限
（1）提出資料

① 見積書  2 年間、8回受注した場合の見積額（税込）を、下記当会事務局へ送付してください。（様式は問いません）
　　　　　　結果を通知しますので、担当者の氏名及び電子メールアドレスを記載してください。
② 会社概要
③ 参考となるA4版の印刷実績
④ デザイン案（表紙及び記事１ページ）　詳細については応募確認後、当会事務局より担当者の電子メールにお送りします。

（2）提出期限 2021年 5月 21日（金）17時必着
（3）結　　果 広報誌制作業者選定会議で慎重に審議し、2021年６月中旬頃までに電子メールにてご連絡いたします。
3. その他
（1）提出された書類等の返却は行いません。
（2）業者選定の審査内容については、公表させていただきます。
（3）質問については、電子メールにてお送りください。info@toshimahojinkai.or.jp 

公益社団法人豊島法人会広報誌TOSHIMA
制作・印刷・製本業務請負業者の募集

送付先・お問い合わせ
〒171-0014　東京都豊島区池袋2-32-4 豊島法人会館　公益社団法人豊島法人会 担当 内田 宛

TEL 03-3985-8940　info@toshimahojinkai.or.jp
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Q1．どのような活動をされている部会ですか？

当会は、会員 80名。役員会は年 4～ 5回開催しております。

主に企業経営・地域行政・社会貢献事業を中心に、事業経営に役

立つ内容で、会員の要望に合わせたテーマ作りを行っています。

本年度も会員相互の親睦と啓発を図る目的で、地域行政講演「ト

キワ荘・復元プロジェクトへの道のりと展望」を開催したほか、

企業経営講演「中国の若者はなぜ日本に来たがるか」、意見交換

会講演「ちょっとした習慣＆しっかり口腔ケアで免疫アップ」を

行いました。社会貢献事業講演「SDGs未来都市　豊島区の取り

組み」は新型コロナウイルス緊急事態宣言下で開催を見送りまし

たが、新規会員含めて毎回 30名以上の参加者に支えられており

ます。

その他の活動としましては、35周年記念事業「はとバスツアー

夜の浅草」も大盛況。一般教養の会「ワインとマジックを楽しむ

夕べ」には歴代会長や部会の友人なども参加してくださり、懐か

しいメンバーとの交流も生まれ、和やかに会が執り行われました。

残念な事に、密集を避け開催を見送った講演会もありましたが、

今後はオンライン配信を視野に入れて、外出先や自宅からも参加

可能なハイブリッド型講演会を開催できるように準備を進めてお

ります。

Q2．経営研究会ならではの特徴は？

全国法人会の中で、こんなに楽しく、会員の為になる「経営研

究会部会」があるのは豊島法人会のみ！

部会では、部会員同士の交流の場を大切に運営しております。

入会規約に年齢制限はなく、法人会会長をはじめ理事会の方や、

他の部会員卒業生にもご入会いただいております。

年会費は 5,000円と格安で、イベントには当部会の活動費を充

て、部会員のお店や飲食の提供など支援を頂いているため、毎回、

部会員の負担額が少なく済ませられています。

女性会員に新規候補者を誘って欲しいと声掛け活動を積極的に

行っており、その思いが通じてか、最近多くの女性会員が入会さ

れています。会員の 1/3、イベント参加者の 1/2が女性で、懇親

会は大盛況です。

岩松 力氏

経営研究会プロフィール

創　　立　1985 年 12 月
目　　的　 会員の事業経営に役立つと思われるテーマに取り組み、会員相

互の親睦と啓発を図ることを目的とする。
会員資格　豊島法人会会員であればどなたでも入会できる。
負  担  金　年額 5,000 円、他に事業参加ごとの臨時負担金
会  員  数　80 名　2021 年 3 月現在
主な事業　 ・地域行政講演会

・企業経営講演会
・意見交換会・会員交流会
・一般教養講座
・社会貢献講演会

代表

Q3．部会員募集PRなどありましたら何でもどうぞ

経営に役立つテーマで、新しい取り組みを積極的に取り入れな

がら運営しております。

懇親会では活発な意見交換もされていて、新入会員さんは面白

い事業を行っている方が多いので講師を依頼したいと思っており

ます。イベントや意見交換の場では、参加者のお仕事の取引が成

立するように働きかけています。

今年度の目標　会員数 80名を 100名に！　他の部会と兼務も

可能ですので、是非みなさま、お気軽にご参加ください。ベテラ

ンの方は引き続き新規会員のフォローをしていただきたく、部会

員の皆様、自社 PRの程、宜しくお願い致します。

インタビュアー：広報委員会 古川  美知子キャップ

部会紹介

豊島法人会経営研究会
インタビュー

撮影のためマスクを外しております
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4金

12
December 口腔ケア講演会

経営研究会

会場：豊島法人会館

コロナウイルス感染拡大の影響を受けいろいろな対応を強

いられる中、12月 4日（金）意見交換会としてコロナ禍にも

役立つ「ちょっとした習慣＆しっかり口腔ケアで免疫アッ

プ！！」と題して、嚥下トレ－ナー歯科衛生士の大西由美氏

を講師に招き中味の濃い講演をして頂きました。コロナ禍の

真っ最中の時期だったこともあり、皆さん真剣に耳を傾けて

いました。

講演終了後には口腔グッズのお土産が配られ、会場は窓も

開けて三密回避の基本を守り、ソーシャルディスタンスをと

り、21名参加のいつもと変わらぬ楽しい講演会でした。

記・写真：経営研究会副代表　岩田　勉

詳細はHPを詳細はHPを
Check !Check !

詳細はHPを
Check !

21 名が参加

講師の大西由美氏



10 

大相撲観戦

奥野大作弁護士による講演会

砥部焼絵付け体験

巣鴨駒込支部

巣鴨駒込支部

高田支部

会場：両国国技館

会場：豊島法人会館

会場：豊島法人会館

令和 3年 1月 21日の木曜日、巣鴨駒込支部主催で大相撲初場所 12日目を観戦しました。

チケットは佐渡ケ嶽部屋を支援している第一勧業信用組合様を通じて取得できました。

幼少の頃からの相撲ファンからすると意外でしたが、50代以上でも初めての観戦という

方が何人もいて、驚きました。2階席でしたが、大相撲観戦を十分に堪能出来ました。本

来ならば、佐渡ケ嶽部屋出身の方の経営するちゃんこ料理屋に行く予定でしたが、コロナ禍ということで、国技館で解散し、

皆さん帰路につきました。 記：巣鴨駒込支部長　中根　武

令和 3年 2月 17日、巣鴨駒込支部は「事業承継の法務」というテーマで支部会員の奥野

大作弁護士による講演会を開催しました。奥野弁護士の講演はわかりやすく丁寧で、事業承

継の知識がない方にもしっかりと伝わっていました。タイムリーなテーマだったので、多く

の方がメモを取り、真剣に聴いていました。定期的に開催している支部講演会ですが、良い

テーマだと多くの会員に参加していただけるので、次回以降もしっかりと会員のニーズを掴んだテーマにしたいと思います。

 記：巣鴨駒込支部長　中根　武

緊急事態宣言の再延長で開催日や会場が二転三転しましたが、12名のご参加をいただき

何とか開催にこぎつけました。ほとんどの方が初めての体験でしたが、実用的で丈夫な愛

媛県の砥部焼への絵付けに、しばしの間芸術家さながら黙々と没頭していました。この後、

愛媛の窯で焼成された作品と対面する約 1か月後が大変楽しみです。広報委員長から機会をいただけたら、皆さんの作品を発

表させていただきたいと思っています。支部としてもまた開催したいと思う企画です。 記：高田支部長　大渕 信之
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感染予防にリモート会議導入
池袋西口支部・IT委員会

会場：豊島法人会館

法人会ではリモート会議用のマイク付カメラを導入し、IT委員会での勉強会や試行を経

て、初めて池袋西口支部の会議で運用いたしました。ハイブリット方式（会議室とリモー

トの併用）での会議は、会議室のプロジェクターにリモート参加者 5名が映され、スムー

ズに議事進行しました。

今回、参加者の４分の 1がリモートになることで会議室での「密」が軽減したほか、移動時

の感染リスクも防止できました。リモート会議がスタンダードになれば、世界中どこからでも参

加が可能になり、今後の会議の在り方が飛躍的に変化することでしょう。 

記：池袋西口支部副地区長　渡利 由子

10水

3
January

リモートで 5 名が参加

東京ディズニーリゾート特別利用券は以下の2つにご利用いただけます。

①東京ディズニーランド ®、東京ディズニーシー®のパークチケット購入（パークチケット1名につき1枚利用可）
②ディズニーホテルの宿泊費（宿泊者1名につき1枚利用可）

☆配布枚数・補助金額　1会員　年度内5枚まで（1，000円×5枚）
☆有効期間　2021年 4月1日（木）～2022年 3月31日（木）
☆利用方法
①パークチケット購入： パークチケット購入時にコーポレートプログラム利用券を購入窓口にご提出ください。
　　　　　　　　　　　お取り扱い窓口… 東京ディズニーランド・チケットブース、東京ディズニーシー・チケットブース、ディ

ズニーストアの一部店舗など
②ディズニーホテル宿泊費： チェックアウト時に、「コーポレートプログラム利用券」を各ホテルのフロントにご提出ください。

　お取り扱い窓口… ディズニーホテル（ディズニーアンバサダー ®ホテル、東京ディズニーシー・ホ
テルミラコスタ ®、東京ディズニーランド ®ホテル）のフロント

詳しくは、コーポレートプログラム利用券の裏面をご覧ください。

☆申込・受取方法　 ご希望の方は、豊島法人会事務局まで直接お越しください。券申込書をご記入していただきましたら、その
場で利用券をお渡しいたします。申込書は豊島法人会のホームページからもダウンロードできます。
お問い合わせは豊島法人会事務局まで。

公益社団法人豊島法人会員限定福利厚生サービス

2021年度 東京ディズニーリゾート®｢コーポレートプログラム利用券｣の
配付開始のお知らせ
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コロナ・ウィルスの影響で経済がダメージを受ける中、前進した

ものを探してみると、1 番はテレワークではないでしょうか？ こ

れまでもテレワークが話題に出たことはありますが、「家で仕事？ 

さぼるのでは？ 管理できる？」――この疑問が解決できずに、い

つしか話は下火になっていく感じでした。

今回、疑問が消えたわけではなく、やむを得ず実施に踏み込んだ

企業も多いと思います。

いろいろ課題も多いテレワークですが、かたい話はここまでにし

て、オンライン会議に話を絞って、あるある話を書いてみたいと思

います。

1 番はなんと言っても上スーツ、下パジャマのパターンですね。

「上はスーツ、下半身はパンツ一丁」で検索してみてください！

洋服の青山では、マネキンが着ているオンライン会議用の服装が

すでに上スーツで下はパンツになっています。家で上半身しか写ら

ないからいいやと思って下パジャマだったのに、ピンポンとチャイ

ムがなって思わず立ち上がってしまった、WEB 面接で「立ってみ

て」と言われた、などこの種のネタはたくさんありますね。

続いては、もう少し真面目な話です。

さて会議を始めようとみんなでノート PC を出したら、スピー

カーの音をマイクが拾うハウリングでガーガーうるさくて会議が

始められないのもよくある話です。それぞれの場所に 1 人しかいな

い場合はスムーズにいくことが多いですが、大勢いる場所は注意が

必要です。

例えば、法人会館に 10 人集まって、それ以外の人は家や会社で

接続してオンライン会議を行うハイブリッド方式の場合、法人会館

にノート PC1 台だと PC 本体のマイクでは全員の声をひろうこと

ができません。全員がノート PC を用意した場合、ハウリングしな

いようにマイクをミュートにしておいて、発言する人だけマイクを

オンにし、終わったらミュートにします。

それだと手間がかかると思うと、オンライン会議用のマイクス

ピーカーを購入することになります。法人会でも1台購入しました。

今のところ 10 人ぐらいまでは大丈夫ですので、ぜひ各会議で使用

してみてください。

オンライン会議あるある
❻ 五日市 文雄IＴ委員長

法人名

法人名

業　種

代表者名

所在地

所在地

URL

URL

電　話

PR 文

PR 文

魚家株式会社　　　　　青山妙子

特定非営利活動法人としま NPO 推進協議会

飲食店経営 、飲食店の開発・企画・運営 、飲食店経営コンサルティング

墨田区緑 2 丁目 17 番 6 号　渡辰ビル 3 ・4 階

https://sakanaya-group.com/　　　　　　 03-5669-1888

「もっと親しみやすく、美味しい和食をより多くのお客様にお届
けしたい」魚家グループは、活魚を中心とした日本料理・食文
化をより多くのお客様に提供し続けるために誕生しました。「しあわせと
まごころを感じるお店」を合言葉に多店舗展開を図っております。

柳田好史　 　　　　　　NPO 法人中間支援

豊島区池袋 3-30-21 マルモビル 1F

https://www.toshima-npo.org/

03-5951-1508

豊島区を主活動地域とする、ＮＰＯ法人・ボランティア・市民
活動団体等の各種社会貢献団体のネットワーク形成と、相互の活動をサポート・促進することにより「個
を活かし、個をつなげ、みんなが助け合える地域社会の実現 」を目指しています。

電　話

業　種
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代表者名
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【 2 0 2 1 年 度 税 務 職 員 募 集 】 
Ｐｒｉｄｅ of the Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ～公平な世の中を創る、志～ 

税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門

知識を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。 

◇ 受 験 資 格  

 １ 令和３年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年を

経過していない者（平成 30 年４月１日以降に卒業した者が該当する。）及び令和４年３月までに

高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 

 ２ 人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者 

◇ 申 込 手 続  

 １ 申込方法 

   インターネット申込み。人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利用ください。 

 ２ 受付期間 

   令和３年６月 21 日（月）９時から令和３年６月 30 日（水） [受信有効]まで 

 ３ 受験案内交付期間 

   令和３年５月７日（金）から令和３年６月 30 日（水）まで 

   ９時から 17 時まで（土・日曜日及ぶ祝日を除く。） 

 ４ 受験案内交付場所 

   東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所） 

   （注）人事院ホームページからもダウンロードすることができます。             

◇ 試 験 日   

   第１次試験 令和３年９月５日（日） 

   第２次試験 令和３年 10 月 13 日（水）から 10 月 22 日（金）までのうち指定された日時     

   ※ 詳しい情報は、東京国税局ホームページ「採用関係お役立ちリンク集」を 

ご確認ください。 

【問合せ先】東京国税局 総務部 人事第二課 試験係 

              (代表)０３－３５４２－２１１１ 内線２１６9 

 

 

 

豊島税務署からのお知らせ
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■デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設
　青色申告法人が事業適応計画について産業競争
力強化法の認定を受け、令和５年３月３１日までに事業
適応計画の実施のためのソフトウェア等の新設・増設
などをした場合に、取得価額の30％の特別償却か取
得価額の3％の税額控除が認められます。なお税額
控除は、グループ外の事業者とデータ連携する場合
には5％に引き上げられます。

■研究開発税制の見直し
　総額に係る税額控除制度については、税額控除率
の下限を6％から2％に引き下げ、上限を10％から
14％に引き上げられます。
　令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの間に
開始する事業年度のうち、基準年度に比較して売上
が2％以上減少し、試験研究費が基準年度を超える場
合に、控除税額について当期の法人税の5％が上乗
せされます。

■所得拡大税制の見直し
　青色申告法人が令和３年４月１日から令和５年３月３
１日までに開始する各事業年度に、新規雇用者給与
等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する
増加割合が2％以上の場合、控除対象新規雇用者給
与等支給額の15％を税額控除できる制度となります。
なお、教育訓練費の増加割合が20％以上の場合は、
控除対象新規雇用者給与支給額の20％まで税額控
除が拡大されます。
　中小企業向け所得拡大税制は、増加割合1.5％の
判定を、継続雇用者給与等支給額の比較から、雇用
者給与等支給額での比較へと変更します。また、税
額控除率25％になるか否かの判定についても、継続
雇用者給与等支給額の比較から、雇用者給与等支
給額で比較して増加割合が2.5％以上か否かの判定
を行います。

■繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　青色申告法人が産業競争力強化法の事業適応計
画の認定を受け、事業適応計画に従って事業適応を
実施する者の適用事業年度に、令和２年４月１日から
令和３年４月１日を含む事業年に生じた欠損金があ
る場合には、欠損金の繰越控除前の所得の金額の範
囲内で損金算入できることになります。

■株式を対価とするＭ＆Ａの促進
　会社法の株式交付により、その有する株式を譲渡
し、株式交付親会社の株式の交付を受けた場合は、
その譲渡した株式の譲渡損益を繰り延べることとし
ます。

■カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
　青色申告法人が産業競争力強化法の中長期環境
適応計画について認定を受け、令和６年３月３１日ま
でに、その計画に記載された中長期環境適応生産性
向上設備（仮称）又は中長期環境適応需要開拓製品
生産設備（仮称）を取得した場合に、取得価額の50％
の特別償却、あるいは取得価額の5％の税額控除を
選択適用できます。なお、税額控除については、温室
効果ガスの削減に著しく資するものにあたっては
10％に控除額が拡大されます。

■中小企業向け税制
　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用
期限は２年延長されます。
　中小企業投資促進税制について、①不動産業、②
物品賃貸業、③料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ
その他これに類する事業（生活衛生同業組合の組合
員が行うものに限る。）を指定事業に加えて、適用期
限が２年間延長されます。

■住宅ローン減税に関する特例措置
　住宅ローン減税について１３年間利用できる特例
が、令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までに居
住の用に供した場合まで延長されることになりました。
　住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅につ
いても、住宅ローン減税の特例が利用できるように
なります。ただし、１３年間の控除期間のうち、合計所
得金額が1,000万円を超える年については、適用さ
れません。

■同族会社が発行した社債の利子
　同族会社が発行した社債の利子・償還金について、
法人と特殊の関係のある個人及び親族が受け取る
場合は、総合課税の対象となり累進税率が適用され
ます。令和3年4月1日以後に受け取るものから適用
になります。

■短期退職手当等
　退職手当のうち、勤続年数が５年以下である者が
受けるもので、特定役員退職手当に該当しないもの
を短期退職手当等とし、収入金額から退職所得控除
額を控除して300万円を超える部分には、退職所得
の計算の際に２分の１とする措置を適用しないことに
なります。令和４年分から適用されます。

■子育て助成の非課税
　国又は地方公共団体が行う保育その他の子育て
に対する助成について、非課税とします。

■課税売上割合に準ずる割合の承認申請
　課税売上割合に準ずる割合の承認申請について、
課税期間の末日までに提出して、１ヶ月以内で承認
を受けることで、提出した課税期間から課税売上割
合に準ずる割合が利用できます。

■電気ガス供給施設利用権の範囲
　調整対象固定資産である電気ガス供給施設利用
権の範囲に、電気事業法の配電業者に対して電気供
給施設を設けるために要する費用を負担して、電気
供給施設を利用して電気の供給を受ける権利が加
えられます。

■産後ケア事業は非課税
　母子健康法の改正により創設される産後ケア事
業は、社会福祉事業に類するものとして非課税とな
ります。

■20万円以下の国際郵便による輸出
　20万円以下の国際郵便で輸出をした場合に、輸
出免税の適用を受けるためには、輸出したことを証
明する書類として、日本郵便株式会社より交付を受
けた郵便物の引受証及び発送伝票の控えの保存が
必要となります。令和３年１０月１日以後に行われる
資産の譲渡等について適用されます。

■国際金融都市に向けた税制上の措置
　国内に短期的に居住する在留資格を有する者、国
外に居住する外国人等が、相続開始の時又は贈与の
時において国内に居住する在留資格を有する者から、
相続・贈与により取得する国外財産には相続税又は
贈与税を課さないこととします。

■住宅取得資金の贈与
　直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合
の非課税措置について、令和３年４月１日から令和３
年１２月３１日までに契約した場合は、現行と同額で
据え置かれます。

　受贈者が贈与を受けた年の合計所得金額が
1,000万円以下の場合には、面積要件が緩和され
40㎡以上となります。

■教育資金の一括贈与制度
　教育資金の一括贈与について、贈与者死亡時に残
額がある場合に、相続税の対象となります。ただし、
受贈者が、①２３歳未満である場合、②学校等に在学
している場合、③教育訓練給付金の支給対象となる
教育訓練を受講している場合は、相続税の対象とな
りません。
　なお、受贈者が孫・ひ孫の場合は２割加算の対象と
されます。

■結婚・子育て資金の一括贈与制度
　受贈者が孫・ひ孫の場合に２割加算の対象としま
す。受贈者の年齢制限は、２０歳以上から１８歳以上に
引き下げられます。

■税務関係書類の押印義務の見直し
　納税者の押印が必要とされてきた税務関係書類
について、基本的に押印不要となります。押印が必
要なものは、①担保提供関係書類及び物納手続関
係書類で、実印の押印と印鑑証明書の添付を求めて
いる書類、②相続税及び贈与税の特例で、財産の分
割協議に関する書類だけとなります。

■電磁的記録等による保存制度の見直し
　承認制度を廃止して、正規の簿記の原則に従って
記録されていれば紙への印刷は不要で、電子データ
のまま保管することが可能となります。令和４年１月
１日以後の関係帳簿から適用されます。
　訂正等履歴要件及び相互関連性要件など、従来
の要件を満たす優良な電磁的記録等の保存を行う
旨の届出を提出することで、過少申告加算税が5％
軽減されます。令和４年１月１日以後に申告期限が到
来するものから適用されます。

■スキャナ保存制度
　承認制度を廃止して、要件が大幅に緩和されます。
会計システムにおいて訂正削除履歴が残る場合は、
タイムスタンプも不要となり、２ヶ月以内に入力する
ことが求められます。書類への自署、相互けん制な
どの適正事務処理要件なども廃止されます。令和４
年１月１日以後に保存する書類に適用されます。

■固定資産税
　令和３年度は、固定資産税の評価替えの年となり
ますが、土地について、固定資産税の税額が増加す
る場合には、前年度の税額に据え置く特別な措置が
講じられます。なお、評価額が下がった場合は、通常
通り減額となります。コロナ禍による対応となります。

☆記事内容についてのお問合せは…
ＴＳＫ税理士法人
税理士　飯田 聡一郎
TEL： 03-5363-5958
FAX： 03-5363-5449
HP: http://www.iida-office.jp/

法人税関係

所得税・住民税関係

消費税関係

相続税・贈与税

その他

東京法人会連合会

省エネ・バリアフリー住宅　消費税率10％ 1,500万円

省エネ・バリアフリー住宅　消費税率8％以下 1,500万円

上記以外の住宅　消費税率10％ 1,000万円

上記以外の住宅　消費税率8％以下 500万円

　政府は、令和２年12月21日に令和3年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人会が提言していた法人税の軽減税率の特例の適用期限の延長は実現され、固定資産
税や産業競争力強化に係る措置などウィズコロナ・ポストコロナを意識した税制改正となりま
した。主な内容をお知らせします。

～中小企業向けの法人税の軽減税率は２年延長、
固定資産税は据え置きなど～

令和3年度 税制改正大綱
－法人会の税制改正提言－

東京法人会連合会からのお知らせ
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■デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設
　青色申告法人が事業適応計画について産業競争
力強化法の認定を受け、令和５年３月３１日までに事業
適応計画の実施のためのソフトウェア等の新設・増設
などをした場合に、取得価額の30％の特別償却か取
得価額の3％の税額控除が認められます。なお税額
控除は、グループ外の事業者とデータ連携する場合
には5％に引き上げられます。

■研究開発税制の見直し
　総額に係る税額控除制度については、税額控除率
の下限を6％から2％に引き下げ、上限を10％から
14％に引き上げられます。
　令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの間に
開始する事業年度のうち、基準年度に比較して売上
が2％以上減少し、試験研究費が基準年度を超える場
合に、控除税額について当期の法人税の5％が上乗
せされます。

■所得拡大税制の見直し
　青色申告法人が令和３年４月１日から令和５年３月３
１日までに開始する各事業年度に、新規雇用者給与
等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する
増加割合が2％以上の場合、控除対象新規雇用者給
与等支給額の15％を税額控除できる制度となります。
なお、教育訓練費の増加割合が20％以上の場合は、
控除対象新規雇用者給与支給額の20％まで税額控
除が拡大されます。
　中小企業向け所得拡大税制は、増加割合1.5％の
判定を、継続雇用者給与等支給額の比較から、雇用
者給与等支給額での比較へと変更します。また、税
額控除率25％になるか否かの判定についても、継続
雇用者給与等支給額の比較から、雇用者給与等支
給額で比較して増加割合が2.5％以上か否かの判定
を行います。

■繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　青色申告法人が産業競争力強化法の事業適応計
画の認定を受け、事業適応計画に従って事業適応を
実施する者の適用事業年度に、令和２年４月１日から
令和３年４月１日を含む事業年に生じた欠損金があ
る場合には、欠損金の繰越控除前の所得の金額の範
囲内で損金算入できることになります。

■株式を対価とするＭ＆Ａの促進
　会社法の株式交付により、その有する株式を譲渡
し、株式交付親会社の株式の交付を受けた場合は、
その譲渡した株式の譲渡損益を繰り延べることとし
ます。

■カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
　青色申告法人が産業競争力強化法の中長期環境
適応計画について認定を受け、令和６年３月３１日ま
でに、その計画に記載された中長期環境適応生産性
向上設備（仮称）又は中長期環境適応需要開拓製品
生産設備（仮称）を取得した場合に、取得価額の50％
の特別償却、あるいは取得価額の5％の税額控除を
選択適用できます。なお、税額控除については、温室
効果ガスの削減に著しく資するものにあたっては
10％に控除額が拡大されます。

■中小企業向け税制
　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用
期限は２年延長されます。
　中小企業投資促進税制について、①不動産業、②
物品賃貸業、③料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ
その他これに類する事業（生活衛生同業組合の組合
員が行うものに限る。）を指定事業に加えて、適用期
限が２年間延長されます。

■住宅ローン減税に関する特例措置
　住宅ローン減税について１３年間利用できる特例
が、令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までに居
住の用に供した場合まで延長されることになりました。
　住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅につ
いても、住宅ローン減税の特例が利用できるように
なります。ただし、１３年間の控除期間のうち、合計所
得金額が1,000万円を超える年については、適用さ
れません。

■同族会社が発行した社債の利子
　同族会社が発行した社債の利子・償還金について、
法人と特殊の関係のある個人及び親族が受け取る
場合は、総合課税の対象となり累進税率が適用され
ます。令和3年4月1日以後に受け取るものから適用
になります。

■短期退職手当等
　退職手当のうち、勤続年数が５年以下である者が
受けるもので、特定役員退職手当に該当しないもの
を短期退職手当等とし、収入金額から退職所得控除
額を控除して300万円を超える部分には、退職所得
の計算の際に２分の１とする措置を適用しないことに
なります。令和４年分から適用されます。

■子育て助成の非課税
　国又は地方公共団体が行う保育その他の子育て
に対する助成について、非課税とします。

■課税売上割合に準ずる割合の承認申請
　課税売上割合に準ずる割合の承認申請について、
課税期間の末日までに提出して、１ヶ月以内で承認
を受けることで、提出した課税期間から課税売上割
合に準ずる割合が利用できます。

■電気ガス供給施設利用権の範囲
　調整対象固定資産である電気ガス供給施設利用
権の範囲に、電気事業法の配電業者に対して電気供
給施設を設けるために要する費用を負担して、電気
供給施設を利用して電気の供給を受ける権利が加
えられます。

■産後ケア事業は非課税
　母子健康法の改正により創設される産後ケア事
業は、社会福祉事業に類するものとして非課税とな
ります。

■20万円以下の国際郵便による輸出
　20万円以下の国際郵便で輸出をした場合に、輸
出免税の適用を受けるためには、輸出したことを証
明する書類として、日本郵便株式会社より交付を受
けた郵便物の引受証及び発送伝票の控えの保存が
必要となります。令和３年１０月１日以後に行われる
資産の譲渡等について適用されます。

■国際金融都市に向けた税制上の措置
　国内に短期的に居住する在留資格を有する者、国
外に居住する外国人等が、相続開始の時又は贈与の
時において国内に居住する在留資格を有する者から、
相続・贈与により取得する国外財産には相続税又は
贈与税を課さないこととします。

■住宅取得資金の贈与
　直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合
の非課税措置について、令和３年４月１日から令和３
年１２月３１日までに契約した場合は、現行と同額で
据え置かれます。

　受贈者が贈与を受けた年の合計所得金額が
1,000万円以下の場合には、面積要件が緩和され
40㎡以上となります。

■教育資金の一括贈与制度
　教育資金の一括贈与について、贈与者死亡時に残
額がある場合に、相続税の対象となります。ただし、
受贈者が、①２３歳未満である場合、②学校等に在学
している場合、③教育訓練給付金の支給対象となる
教育訓練を受講している場合は、相続税の対象とな
りません。
　なお、受贈者が孫・ひ孫の場合は２割加算の対象と
されます。

■結婚・子育て資金の一括贈与制度
　受贈者が孫・ひ孫の場合に２割加算の対象としま
す。受贈者の年齢制限は、２０歳以上から１８歳以上に
引き下げられます。

■税務関係書類の押印義務の見直し
　納税者の押印が必要とされてきた税務関係書類
について、基本的に押印不要となります。押印が必
要なものは、①担保提供関係書類及び物納手続関
係書類で、実印の押印と印鑑証明書の添付を求めて
いる書類、②相続税及び贈与税の特例で、財産の分
割協議に関する書類だけとなります。

■電磁的記録等による保存制度の見直し
　承認制度を廃止して、正規の簿記の原則に従って
記録されていれば紙への印刷は不要で、電子データ
のまま保管することが可能となります。令和４年１月
１日以後の関係帳簿から適用されます。
　訂正等履歴要件及び相互関連性要件など、従来
の要件を満たす優良な電磁的記録等の保存を行う
旨の届出を提出することで、過少申告加算税が5％
軽減されます。令和４年１月１日以後に申告期限が到
来するものから適用されます。

■スキャナ保存制度
　承認制度を廃止して、要件が大幅に緩和されます。
会計システムにおいて訂正削除履歴が残る場合は、
タイムスタンプも不要となり、２ヶ月以内に入力する
ことが求められます。書類への自署、相互けん制な
どの適正事務処理要件なども廃止されます。令和４
年１月１日以後に保存する書類に適用されます。

■固定資産税
　令和３年度は、固定資産税の評価替えの年となり
ますが、土地について、固定資産税の税額が増加す
る場合には、前年度の税額に据え置く特別な措置が
講じられます。なお、評価額が下がった場合は、通常
通り減額となります。コロナ禍による対応となります。

☆記事内容についてのお問合せは…
ＴＳＫ税理士法人
税理士　飯田 聡一郎
TEL： 03-5363-5958
FAX： 03-5363-5449
HP: http://www.iida-office.jp/

法人税関係

所得税・住民税関係

消費税関係

相続税・贈与税

その他

東京法人会連合会

省エネ・バリアフリー住宅　消費税率10％ 1,500万円

省エネ・バリアフリー住宅　消費税率8％以下 1,500万円

上記以外の住宅　消費税率10％ 1,000万円

上記以外の住宅　消費税率8％以下 500万円

　政府は、令和２年12月21日に令和3年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人会が提言していた法人税の軽減税率の特例の適用期限の延長は実現され、固定資産
税や産業競争力強化に係る措置などウィズコロナ・ポストコロナを意識した税制改正となりま
した。主な内容をお知らせします。

～中小企業向けの法人税の軽減税率は２年延長、
固定資産税は据え置きなど～

令和3年度 税制改正大綱
－法人会の税制改正提言－
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――  豊豊島島都都税税事事務務所所かかららののおお知知ららせせ  ――    豊島都税事務所０３－３９８１－１２１１（代表）  

 
 
 

 

 

◆ 縦覧期間 令和 3年 4月 1日（木）から 6月 30 日（水）まで（土・日・休日を除く） 

◆ 縦覧時間 8時 30分～17時 00分 
◆ 縦覧場所 土地・家屋が所在する区にある都税事務所 
 
＜縦覧できる方＞ 

令和 3年 1月 1日現在、23区内に土地・家屋を所有する納税者
．．．

の方 

＜縦覧できる内容＞ 
所有資産が所在する区で課税されている土地・家屋の価格など(縦覧帳簿） 
  
（注）納税通知書は 6月 1日（火）に発送予定です。 

 
 
東東京京都都主主税税局局でではは、、本本人人へへののななりりすすままししななどどにによよりり、、不不正正なな目目的的でで公公簿簿  

のの閲閲覧覧及及びび証証明明のの申申請請をを行行ううここととをを防防止止しし、、納納税税者者のの皆皆様様のの個個人人情情報報保保護護  

をを図図るるたためめにに、、縦縦覧覧時時のの本本人人確確認認等等をを厳厳格格にに行行っってておおりりまますす。。詳詳ししくくはは、、  

東東京京都都主主税税局局ののホホーームムペペーージジををごご覧覧いいたただだくくかか、、土土地地・・家家屋屋がが所所在在すするる区区  

ににああるる各各都都税税事事務務所所ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。 
 
 

 

東京都豊島都税事務所からのお知らせ  

――  豊豊島島都都税税事事務務所所かかららののおお知知ららせせ  ――    豊島都税事務所０３－３９８１－１２１１（代表）  

 
 
 

 

 

◆ 縦覧期間 令和 3年 4月 1日（木）から 6月 30 日（水）まで（土・日・休日を除く） 

◆ 縦覧時間 8時 30分～17時 00分 
◆ 縦覧場所 土地・家屋が所在する区にある都税事務所 
 
＜縦覧できる方＞ 

令和 3 年 1月 1日現在、23区内に土地・家屋を所有する納税者
．．．

の方 

＜縦覧できる内容＞ 
所有資産が所在する区で課税されている土地・家屋の価格など(縦覧帳簿） 
  
（注）納税通知書は 6月 1日（火）に発送予定です。 

 
 
東東京京都都主主税税局局でではは、、本本人人へへののななりりすすままししななどどにによよりり、、不不正正なな目目的的でで公公簿簿  

のの閲閲覧覧及及びび証証明明のの申申請請をを行行ううここととをを防防止止しし、、納納税税者者のの皆皆様様のの個個人人情情報報保保護護  

をを図図るるたためめにに、、縦縦覧覧時時のの本本人人確確認認等等をを厳厳格格にに行行っってておおりりまますす。。詳詳ししくくはは、、  

東東京京都都主主税税局局ののホホーームムペペーージジををごご覧覧いいたただだくくかか、、土土地地・・家家屋屋がが所所在在すするる区区  

ににああるる各各都都税税事事務務所所ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。 
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5月22日（土）
7月4日（日）
9月24日（金）
11月21日（日）
1月28日（金）
3月5日（土）

金曜日開催
15：00／16：00／17：00／18：00
土・日曜日開催
10：00／11：00／13：30／14：30／15：30
各回開始15分前から開始30分後まで受付

測定会日程・時間

令和3年度

＜＜問問合合せせ＞＞豊豊島島区区地地域域保保健健課課☎☎００３３－－３３９９８８７７－－４４６６６６００

ははががききのの場場合合 ・・・・・・左左記記必必要要事事項項をを記記入入しし、、〒〒170-0013 東東池池袋袋4-42-16「「地地域域保保健健課課保保健健事事業業ググルルーーププ」」へへ。。

フファァッッククススのの場場合合・・・・・・左左記記必必要要事事項項をを記記入入しし、、地地域域保保健健課課保保健健事事業業ググルルーーププ FAX：：03-3987-4110へへ。。

窓窓口口のの場場合合 ・・・・・・池池袋袋保保健健所所2階階窓窓口口、、池池袋袋保保健健所所出出張張窓窓口口（（豊豊島島区区役役所所本本庁庁舎舎4階階））

長長崎崎健健康康相相談談所所へへ直直接接おお越越ししくくだだささいい。。

パパソソココンンのの場場合合・・・・・・区区ホホーームムペペーージジトトッッププペペーージジのの右右下下部部「「便便利利ガガイイドド」」のの中中のの

「「電電子子ササーービビスス＞＞電電子子申申請請＞＞電電子子申申請請手手続続一一覧覧＞＞ががんん検検診診受受診診チチケケッットト申申込込みみ」」

でで電電子子申申請請ででききまますす。。

必必要要事事項項
①①希希望望ののががんん検検診診名名

②②氏氏名名（（ふふりりががなな））

③③〒〒住住所所

④④生生年年月月日日（（年年齢齢））

⑤⑤性性別別

⑥⑥電電話話番番号号

検検診診チチケケッットト申申込込みみ方方法法

豊豊島島区区ががんん検検診診

PRキキャャララククタターー

ももももかか

受受診診すするるととききににはは検検診診チチケケッットトがが必必要要でですす 年年齢齢基基準準日日：：令令和和4年年3月月31日日

対対象象者者ににははチチケケッットトををおお送送りりししまますす。。 ママーーククのの検検診診はは申申込込みみがが必必要要でですす。。

すすべべてて無無料料！！

胃胃ががんん検検診診
実実施施期期間間：：令令和和3年年4月月～～

令令和和4年年3月月末末

胃胃部部ＸＸ線線（（ババリリウウムム検検査査））
４４００～～４４９９歳歳のの方方

５５００歳歳以以上上奇奇数数年年齢齢のの方方

胃胃部部ＸＸ線線（（ババリリウウムム検検査査）） ままたたはは 内内視視鏡鏡検検査査（（どどちちららかか選選択択しし受受診診））

５５００歳歳以以上上偶偶数数年年齢齢のの方方

※※内内視視鏡鏡検検査査はは令令和和4年年2月月末末ままででにに実実施施医医療療機機関関へへ予予約約がが必必要要でですす。。

肺肺ががんん検検診診
実実施施期期間間：：令令和和3年年4月月～～令令和和4年年3月月末末

４４００歳歳以以上上偶偶数数年年齢齢のの方方 胸胸部部ＸＸ線線・・胸胸部部ＣＣＴＴ検検査査

４４００歳歳以以上上奇奇数数年年齢齢のの方方 胸胸部部ＸＸ線線

大大腸腸ががんん検検診診
実実施施期期間間：：令令和和3年年4月月～～令令和和4年年3月月末末
３３００歳歳以以上上のの方方 便便潜潜血血反反応応検検査査

子子宮宮頸頸ががんん検検診診
実実施施期期間間：：令令和和3年年5月月～～令令和和4年年1月月末末

２２００歳歳以以上上のの偶偶数数年年齢齢女女性性 頸頸部部細細胞胞診診・・内内診診
※※３３００・・３３６６・・４４００歳歳のの方方はは、、ＨＨＰＰＶＶ検検査査をを同同時時実実施施

乳乳ががんん検検診診

実実施施期期間間：：令令和和3年年5月月～～令令和和4年年1月月末末

４４００歳歳以以上上のの偶偶数数年年齢齢女女性性
視視触触診診・・ママンンモモググララフフィィ（（乳乳房房ＸＸ線線））検検査査

胃胃ががんんリリススクク評評価価（（旧旧名名称称：：胃胃ががんんリリススクク検検診診））

ピピロロリリ菌菌検検査査

過過去去にに検検査査をを受受けけてていいなないい２２００歳歳～～３３９９歳歳ままででのの方方

血血液液検検査査

実実施施期期間間：：令令和和3年年8月月～～令令和和4年年2月月末末

ＡＡＢＢＣＣ検検査査（（ピピロロリリ菌菌検検査査・・血血清清ペペププシシノノゲゲンン検検査査））

過過去去にに検検査査をを受受けけてていいなないい４４００・・５５００歳歳のの方方ののみみ

血血液液検検査査

実実施施期期間間：：令令和和3年年6月月～～令令和和4年年1月月末末

※※上上記記のの年年齢齢でで国国保保加加入入者者はは特特定定健健診診でで受受診診ででききまますす。。

チチケケッットト

要要申申込込みみ

チチケケッットト

30～～39歳歳
要要申申込込みみ

チチケケッットト

21～～29歳歳
31～～39歳歳
要要申申込込みみ

チチケケッットト

要要申申込込みみ
チチケケッットト

要要申申込込みみ

会場：池袋保健所 費用：無料

各回の定員：50名（金曜日200名／土・日曜日250名）

インボディ（体成分分析機）に裸足で乗り、体内の筋肉量

や脂肪量などを測定します。結果は解説付き専用用紙に印刷

した上で差し上げます。

新型コロナ感染防止のため、電話による事前予約制、１時

間毎の定員制に変更しました。事前に予約が必要となります。

各回の予約開始は『広報としま』や区ホームページ等でお知

らせします。

豊島区保健福祉部からのお知らせ

また、80歳以上、転入された方も申込みが必要です。

豊島区 B型・C型肝炎ウイルス検査
過去に検査を受けていない
20歳以上の方
実施期間：令和 3年 4月～令和 4年 2月末

前立腺がん検診
50～ 74 歳の偶数年齢男性
PSA（血液）検査
実施期間：令和 3年 6月～令和 4年 1月末
※上記の年齢で国保加入者は特定健診で受診できます。
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支部別会員リレーコラム

次回は東池袋上池袋支部からのコラムを予定

私の夢の話を少しさせていただきますね。

私は、決して裕福ではない家庭に生まれ、夜逃げのようなことも

経験してきましたが、愛情には恵まれ、夢を持って明るく育ちました。

舞台女優となり、ハリウッドの演技メソッドを学び、鳥肌が立つ

と言われる演技力も身につけました。しかし、ギャラの支払いの悪

さに、困っていました。この状態を何とかしたい！ 演劇界を変え

たい！！ そんな熱意だけで、私は起業しました。

しかし、お金も人脈も何もない私には、いばらの道です。何かを

成し遂げたい時にはお金が必要です。お金が全てではありません。

でも、力がなければ何もできない！

私は父も、友人も亡くしています。愛する人を守ることも、友達

を助けることも、夢を叶えることも、力がなかったらできない！ そ

んなはがゆい思いを持った人たちは、私以外にも、世の中にたくさ

んいます。

でもあきらめずに、ゼロから起業する人もたくさんいます。しかし、

残念なことに商談でもプレゼンでも本当の思いを、伝えられていな

い人がほとんどです。だから私は、道を切り開いていきたい起業家

現在、世界中に蔓延している新型コロナウイルス感染症

ですが、これは人類史上数千年前から繰り返されています。

上
じょうげん

元 60 年　1864 年（元治元年）～ 1923 年（大正 12 年）

中
ちゅうげん

元 60 年　1924 年（大正 13 年）～ 1983 年（昭和 58 年）

下
げ

元
げん

60 年　1984 年（昭和 59 年）～ 2043 年（令和 25 年）

のサイクルで動いています。上元、中元の安定した時代

と異なり、下元の時代は乱世の世で秩序が不安定になり、

本根が必要になります。

や経営者たちがあなたの夢を実現させるために伝える力を磨く！！ 

そのための話し方教室を作りました。

プロ向けの演技クラスと、一般の方向けの話し方教室。この 2 つ

が順調に回り始めたと思った矢先、コロナの影響を受け、対面レッ

スンは中止を余儀なくされました。そこからオンラインに切り替え、

試行錯誤しています。まだまだ至らないこともたくさんありますが、

皆さんのお役に立てるように、これからも頑張ります。

「演劇と話し方を融合させた、今までにない学校を創る」という

夢のためにも、私は走り続けます。

夢は人を動かす原動力です。大きくなくてもいい！

どんな小さな夢でも、あなたが叶えたいと思えば、それは力にな

る！！ 私は、いつもあなたの夢を応援しています。頑張りましょう！！

弊社 HP は、こちら→ http://dramaplay.tokyo/lp/

哲学・宗教の思想主導で実力のある者が闘争に打ち勝つ

構図です。力のない者は知
ち

慧
え

で闘う構図です。死者も出た

りして、厳しい時代ですが、各自の努力でなんとか乗り切

るしかありません。

夢は人を動かす原動力

暦からみたコロナ禍

記：森下 好司

悠稀 智惠池袋西口支部

Chie drama studio 合同会社



19 

次回発行は令和 3 年 7 月下旬を予定
■ 第 10 回通常総会
■ 目白駅前献血活動
■ としま MONO づくりメッセ

豊 島 法 人 会 広 報 誌 TOSHIMA は、
年４回発行しております。法人会
員の方々には無料送付させていた
だいております。また、一般の方
でもお楽しみいただけるよう、豊
島区内のお店の店頭、会社の受付
窓口などに設置しております。

事務局からのお知らせ
東京ディズニーリゾートⓇコーポレートプログラム
利用券について
豊島法人会では、会員の皆様の福利厚生の一助として、東京ディズニーランド ®、
東京ディズニーシー ® のパークチケット購入、ディズニーホテルの宿泊費に利用
できる東京ディズニーリゾート ®「コーポレートプログラム利用券」を配布してお
ります。ご家族、社員の方への福利厚生にご利用ください。令和 3 年度分の「コー
ポレートプログラム利用券」は数に限りがございますので、お早目にお申し込み

下さい。（1 社上限 5 枚まで）

一般定期健診・生活習慣病健診について
豊島法人会では（医社）絆アーバンハイツクリニック並びに（一財）全日本労働福
祉協会と提携し、会員やその従業員・ご家族を対象に会員特別価格で健康診断を
行っております。アーバンハイツクリニックは通年、全日本労働福祉協会は春・
夏の年 2 回実施しております。アーバンハイツクリニックは当会ホームページか
ら申込用紙を印刷し、直接お申し込みください。全日本労働福祉協会は同協会よ

り封書でご案内をお送りします。

決算シールについて
従来、決算法人説明会の「ご案内」
に同封しておりました「決算シー
ル」については本誌裏表紙に印刷
されている「豊島法人会会員証」
を切り取って、会員番号ご記入の上、
申告書に添付してください。会員番
号は発送時の宛名台紙に記載してお
ります。

広く情報を発信していくために、広報誌の設置場所のご提供をお願いできませんか。お店の店頭、会社の受付窓口など、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
詳しくは、豊島法人会事務局までお問い合わせ下さい。豊島法人会事務局　TEL 03-3985-8940　info@toshimahojinkai.or.jp

設置協力企業・場所
（2021 年 4 月現在）

編集後記

広報委員会に携わらせていただき早１年、多くの学びと楽
しみを頂き、会員の皆様はじめ、この会をご紹介いただい
た先輩方には深く感謝しております。この場を持ってお礼申
し上げます。
昨年度は緊急事態宣言が発令され、委員会も仕事もプラ
イベートも自粛モードで、人によっては健康を害するような
ニュースを耳にして心苦しい思いをされた方もいらっしゃる
かと思います。何かと心労多い世の中でしたが、今春、例
年より桜の開花が早く訪れて、明るい兆しも見え始めました。
わたくしも課題ある日々ではございますが、インターネッ

ト配信を利用した人と人の繋がり、サービス流通の加速が
見えた面白い時代であります。芽吹きそうな可愛いものは会
の皆様と共有しながら、小さな新しい発見を大切に育てて、
これからも地道に歩んで参りたいと思います。

第 257 号 編集キャップ　古川 美知子

Summer 2021

号No.258 夏
次　号　予　告

■東池袋
紙のたかむら
大同生命保険㈱池袋支社
東京信用金庫本店営業部

東池袋1-1-2
東池袋1-5-6 アイケアビル8F
東池袋1-12-5

巣鴨信用金庫大塚支店  
㈱エスイージェー 

南大塚2-35-5
南大塚2-35-8NY ビル3F

㈱フレンドシップインターナショナル
■北大塚
巣鴨信用金庫北大塚支店 

■巣鴨
太平商事㈱ 
巣鴨信用金庫本店営業部

南大塚3-36-7 南大塚T&Tビル

北大塚2-20-1

巣鴨2-3-6-501

㈱ 大塚 巣鴨3-6-1
巣鴨2-10-2

㈱ながしま 
■駒込
㈲ティー・エヌ・コンサルティング 
日輸工業㈱ 
巣鴨信用金庫駒込支店 
巣鴨信用金庫駒込支店染井銀座出張所 

■目白

巣鴨3-28-7

駒込1-12-16 レジデンス六義園1F
駒込2-3-1 六興ビル6F
駒込3-3-20
駒込6-34-6

海鮮丼ゆたか丼丸 雑司ヶ谷店
西京信用金庫雑司が谷支店 

■雑司が谷
ユニバーサルプリント工芸㈱ 

■長崎
興産信用金庫城西支店 
巣鴨信用金庫椎名町支店 
小幡解体興業㈱ 
芳接骨院・鍼灸院 

■南長崎
東京信用金庫椎名町支店 
東京信用金庫東長崎支店 
システム・シャイン・サービス㈱ 

■要町
東京信用金庫要町支店

目白2-16-17
目白2-16-19

雑司が谷3-9-4

長崎1-9-3
長崎1-20-8
長崎2-15-8
長崎4-7-14

南長崎3-2-14
南長崎5-28-4
南長崎6-8-10

要町1-1-1

㈲東峰フォト
㈱プリオ

■南池袋
㈱石の武蔵家 
高村紙業㈱ 
エニータイムとみざわ
㈱アイ・エス・シー
西武信用金庫池袋支店 
㈲ヴィテス 
東信企業㈱ 

■上池袋
（医）豊島健康診査センター 
■西池袋
豊島都税事務所 
城北興業㈱池袋演芸場
西京信用金庫池袋支店
東京商工会議所豊島支部
豊島税務署 

■池袋
巣鴨信用金庫池袋支店 

■池袋本町
あがつまタオル㈲ 
巣鴨信用金庫池袋本町支店 
東京シティ信用金庫池袋本町支店

■南大塚
㈲いろは寿司 

東池袋3-1-3 サンシャインワールドインポートマート1F
東池袋3-11-8サンライズ小林2F-2

南池袋1-16-20 ぬかりやビル4F
南池袋2-22-1
南池袋2-23-4
南池袋2-26-5 アイ・アンド・イー池袋ビル3F
南池袋2-28-13
南池袋2-32-13
南池袋3-13-9-101

上池袋2-5-1健康プラザとしま6F

西池袋1-17-1 豊島合同庁舎
西池袋1-23-1
西池袋1-44-1 
西池袋2-37-4 としま産業振興プラザ4F
西池袋3-33-22

池袋2-48-1 
池袋落合亭 池袋2-8-2 

池袋本町1-6-2
池袋本町2-15-14
池袋本町2-39-12

南大塚2-19-12
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池袋支社/
東京都豊島区東池袋1-5-6（アイケアビル9F）
TEL 03-3984-6351

東京第一プロチャネル営業部／
東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿ＮＳビル１４Ｆ
TEL　03-6864-7041


